
O収納率の計画値
健保 厚年

99%11」 L   20   43
98～ 99%  94  131
97-98%   93   83
96-97%   59   33   4
96%メに濁毒   46   22  31
(注)収納率の計画値の区

年金事務所数を集計したものであ
る。

口座振替実施率の計画値
健保 厚年 船保

95%"1」ヒ    23    23   2
90-95%   126   124   7
35-9o%   106  102   7
80-85%   42   44   3
80%未 満  15 19 38
(注 1)口座振替実施率の計画値
区分11に年金事務所数を
ものである。

(注2)全事業所に対する口座
申し出た事業所の割合である。

ススタンダード達成率が低 な決定にういては、サ_
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以下の取組により、年金給付の迅
定及び正確な支給に努める。 ア「サービススタンダード」の達成状

請求書を受け付けてから年金証 兄を把握し、問題点については改善の
しめの対策を徹底する。

サービススタンダードの連
状況を把握し、問題点につい

ては改善のための対策を徹底
する等迅速な決定を行つたか。

年金請求書を受け付けてから年金が決定され、|
証書が請求者に届くまでの標準的な所要日数を

サービススタンダードとして設定し、迅速な決定、年
金のお支払いに取り組んでいます。

したサービススダンダードの内容>
・老齢厚生年金、遺族基礎・遺族厚生年

金 :2か 月以内(加入状況の再確認を要しない方は
1か 月以内)

金 :3か月以内
年金 :3か月半以内

成21年度の達成状況は、以下の表のとおり、老
老齢厚生年金、遺族基礎。遺族厚生年金に

把握しているものの、障害厚生
)の受給者の増加がある中 金については特に裁定処理、年度途中で日本年金機構

行が行われたことや年金記
が遅れ、お客様からの苦情につ
がった。

翌t潔優黒告職醐 潟 ススタンダードの達成状況を

吾害厚生年金に係る対応につ
て`は、4月 から障害認定事務

届くまでの所要日数の目標 (サービ
スタンダード)を次のとおり定め、所
日数 (請求者に対する不備返戻、医

、実地調査及び市町村からの
付に要した日数を除く。)での当該
標の達成に向けて、迅速な決定に

もに、問題点を分析し、取組
図る。中期目標期間中、

度の達成率が前年度の当該率と同等
以上の水準を確保するとともに、設定

各サービススタンダードについて、
最終年度においては当該達成率を9

上とすることを目指す。

くサービススタンダード>
・老齢基礎・老齢厚生年金、遺族基
・遣族厚生年金:2か 月以内 (カロ入
況の再確認を要しない方は、1か月

以内)

・障害基礎年金:3か 月以内

への対応を優先したことにより、
理人員が減少し処理が遅れて
るヽことなどが主な理由です。特

こ、障害厚生年金については大幅 審査業務を担当する事務職
改善が必要と認識しています。
務実績の項に記したような職員
増員や事務センター等の処理

員の増員を図るなどの審査体
の強化を図つているが、3月

までにおいても対応の検討を行
制の見直しに取組み、22年度に
目標数字をクリアできることを目

、ヽ準備を進めていたことが認てヽ、加入状況の再確認を要する場合は60%後
～80%半ばとなつていますが、加入状況の再確認 指して、取組を進めています。

場ヽ合は30%前半～40%後半と低い達成
っています。

た、障害基礎年金は80%以上となつていますが、
厚生年金はlo%と 極めて低い達成率にとどまっ
まヽす。



送付や60歳を超える就労者が多い
業所に対する適正な届出の指導等

をイテう。

な届出の周知
者全員に対するパンフレット

)新規裁定者全員に対する
ンヾフレットの送付や60歳を超 す。爆言葉埜房菫婦卍息百警薪嬌拿霊貰庭馨露

響芳だ営唇憲霞倉塁撃基套駿泄嘉女季倉撼:

正な届出の周知について
は、新規裁定者全員に対する
パンフレットの送付に取り組ん

る就労者が多い事業所に対 バンフレット (「 年金を受給される皆
規年金決定者ヘバンフレットを
付しました。

する適正な届出の指導等を
行ったか。

へ」)を 同封 しています。このバンフレッ ト 、60歳を超える就労者が多い

あること、加入した際は年金額と給与及び
の額11● じて老齢厚生年金の一部又は全
払いが停止される場合があること等について
明しています。

業所にリーフレットを送付しまし
でいる。また、60歳を超える就
労者が多い事業所に対する適
正な届出の指導については、こ
業所調査における重点的な取

―つとされているが、事業
向けのリーフレットを送付す
こ留まっている。



イ 年金給付の支給の誤りを防止する
ため、年金給付に関する業務処理マ
ニュアルの徹底を図るとともに、事務
処理誤りが発生した場合には、事務側
理誤りに関する組織内の情報共有を
徹底するなど、再発防止のための必
要な改善措置を講じる。

③正確な支給
年金給付の支給の誤りを防止するた
め、以下の措置を講じる。
ア 年金給付に関する業務処理マニュ
アルの徹底を図り、必要に応じて研修
等を行う。
イ 年金給付に関する事務処理誤りに
ついて、組織内の情報伝達ルートを整
備し、情報共有を徹底する。

年金給付に関する業務処
マニユアルの徹底を図り、必
に応じて研修等を行う等年釜
付の支給誤りを防止するた
の措置を講じたか。

O「国民年金・厚生年金保険年金給付業務処理マ
ニュアル」を平成22年 1月 に制定・施行し、マニュアル
に基づく業務処理の適正化に努めました。

O事件・事故や事務処理誤りが発生した場合の対応
に関して必要な事項を定めた「事件・事故・事務処理
誤り対応要領Jを平成22年 1月 に制定し、同要領の中
で、以下のような情報伝達ルールを定めました。
・年金事務所等の各部署から2日 以内に本部品質管
理部に第1報を報告 (窓 口の一本化)

・本部品質管理部は、事案の内容に応じ、リスク・コ
ンプライアンス部その他の本部内の関係部に情報を
伝達

O同要領に基づき、本部 (品 質管理部)において、各
部署から事案の報告を受けるとともに本部内の関係
部と連携しながら、必要に応じて年金事務所等への
対応、調査、再発防止等の対応を行いました。

協鶴霊墨事11晟奔11拝早
要側こ基づき報告

評価 :B
(理由)

業務処理マニユアルの制定や事
務処理誤り事例の組織内共有の
取組を進めました。なお、依然とし
て年金給付に関する事務処理誤り
が発生しており、今後とも再発防
止に向けた取組を一層強化しま
す。

③正確な支給については、マ
ニュアルを適宜改訂するととも
に、日知徹底について指示を
行つているが、22年 1月 以降も
依然として年金給付関係の事
務処理誤りが発生しており、引
き続き改善に向け努力された
い。
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④中期計画

○ 申請忘れ、申請漏れの
方を極力少なくするための
実効ある取組を進めること。

②年金支給年齢の到達前に受給権の
発生をお知らせする文書を送付する
等、受給者の申請忘れ、申請漏れを
極力防ぐための実効ある取組を進め
る。

申請忘れ、申請漏れを防ぐ取組
給者の申請忘れ、申請漏れを防止
るため、年金支給年齢(60歳 又は6
証)に到連する直前に、あらかじめ年
加入履歴等が記載されている年金
求書 (ターンアラウンド方式)を本人
に送付する等の取組を進める。

年金支給年齢に到達する
前に、「ターンアラウンド方
」の年金請求書を送付する
、受給者の申請忘れ、申請
れを防ぐ取組を進めたか。

○老齢基礎年金又は老齢厚生年金の受給資格を満
たしている方については、年金加入記録等をあらか
じめ記載したターンアラウンド方式の年金請求書を、
60歳または65歳到達の3か月前に送付しています。
また、60歳以後に受給権が発生する方には、「老齢
年金のお知らせ」を、受給資格が確認できない方に
は、「年金加入期間の確認について(ご案内)」を、そ
れぞれ60歳 ヨl達の3か 月前に送付しています。

(平成21年 度における送付件数)

・年金請求書 (ターンアラウンド用)

1,747,99o件 (368,801件 )

.老齢年金のお知らせ (は がき)

260,109件 (52,289件 )

・年金加入期間の確認について(ご案内)(は がき)

231.464件 (47,038件 )

(注)()内 は、機構設立後 (1～ 3月 の数値)

○旧社会保険庁において、平成21年 12月 18日 から
24日 にかけて、社会保険オンラインシステム上の記
録では25年 の受給資格期間を満たさない方(約 50万
件)に対して、合算対象期間 (カラ期間)(※ 15)の有
無などについての注意喚起を行い、併せて任意加入
詢1度 の周知を図るためのお知らせ (「年金加入期間
に関するお知らせ」)を送付しました。
この「お知らせ」の送付対象者については、機構設立
後において、年金相談や年金の決定の状況につい
てフオローアップを行つており、10.039人 の方につい
て年金の決定が行われるなどその状況は次のとおり
となつています。

|《
用語解説》……………………………………Ⅲ……Ⅲ………

|

:(※ 15)年金額には反映されませんが、「年金を :

1受け取るために必要な期間 (25年 )」に算入す :

三i琶締1艦綺:警i』ギ踏:

:           :

評価 :A
(理由)

申請忘れ、申請漏れを防止するた
め、年度当初に作成した業務スケ
ジュールに則つて、対象者に年金
請求書等を送付しました。
また、社会保険オンラインシステム
上の記録では受給資格期間を満
たさない50万人の方に対して、年
金加入期間に関するお知らせを送
付したことにより、1万 人の方につ
いて年金の決定が行われたこと
は、注意喚起による一定の効果が
ありました。

④申請忘れ、申請漏れについ
ては、ターンアラウンド方式によ
る裁定請求書の送付を着実に
実施するなどの取組を進めた。



国民が利用しやすい相
1本制の整備、国民の視点

(1)年金相談の充実 (1)年金相談の充実

こ立った懇切丁寧な対応や
年金相談について、被保険者、受給
:者その他の関係者の立場に立っ

相談機関の適切な紹 て、利用しやすい相談体制を整備する
とともに、必要に応じて市町村や税務介、来所相談における待ち

間の短縮、電話相談にお 等の他の相談機関を紹介する等、
ける応答率の向上に努める 切T寧に対応することに留意し、適

に実施する。

窓日の混雑状況やお客様の二一
を踏まえながら、受付時間の延長4

年金事務所等における待ち時間の
や平日昼rnlに相談できない方ヘ

日の開庁等を適切に実施する。ま を確保するため、また、「ね
た、電話相談について、応答状況を踏 ん定期便」及び「厚生年金加入記

お知らせ」の実施による相談の増まえながら、適切な体制を整備する。
来所相談について、通常期で30分、 こ対応するため、年金相談について
1雑期においても1時間を超えないよ
待ち時間の短縮に努める。混雑時に・昼休み時間帯における年金相談の実

下の取組を推進する。

てヽは待ち時間の目安を表示する。
んきんダイヤル応答率については、
期目標期rn5中 、毎年度の応答率が

・毎週月曜日における年金相談の受付
間の延長

前年度の応答率と同等以上の水準を ・毎月第2土曜日における年金相談の
確保することとし、最終年度において
は、当該応答率を70%以上とすること
を目指す。

1)年金相談の充実

ど、お
様の立場に立って、利用し

すい相談体制の整備や懇切丁
応等年金相談を適正に

評1距:0
(理由)

た年金相談担当職員の研修を
い、来訪相談体制の確立に努
ました。

コールセンター、年金相談セ〕
及び年金事務所相談窓日の外部
委託を行うとともに、委託業務の

間の延長、②毎月第二土
日の年金相談の実施、③混雑

時の待ち時間目安の表示、④186

事務所(H223末 時点)における予
約制による年金相談の実施等に

`

発足に伴い新たに採用さ 週月曜日の19時までの窓口

り制による年金相談の実施等につ
てヽ、平成21年度計画に基づき着

善にも積極的に取り組み、業務 こ実施し、待ち時間が1時間以
の円滑な運営を推進しました。
全国どこの年金事務所においても

上となっている事務所数は平成22

年1月 以降徐々に減少した。
立場に立つた均―の しかしながら、依然として年金事

スを提供できるよう、効率
昼休み時間帯における年金相談を実施するととも
、毎週月曜日の窓口開所時間の延長 (19時
まで)及び第2土曜日における年金相談を実施しま

した。

の窓口にお越しいただいたお

錦物な踏厳五せ倉ξ

:振続 [倉聰

く、日本年金機構への移行に伴
業ヽ務に習熟した職員が減少し、

年1～ 3月 は、平成21年同

用ダイヤルを600席から800席へ200席増席しました:

1比べていずれも高い水準にあ
た、設立当初において、新たに
金相談業務に従事する職員ヘ

のの、源泉徴収票の発行等季
より、30%台 となる月

事務所窓口における待ち時間の短縮などの 研修機会を十分に確保できな
つたこともあり、当初3か月の間

る状況であった。
ため、
・窓口の混雑状況をホームベージで提供 こは、計画に掲げる待ち時間の水
・全ての事務所において、混雑時(お待たせ時間が ニュアル」の全面改定やプロック本

以上の時)にはご待ち時間の目安を分かりやす

厚生年金加入記録のお知らせ」の実施による相

?増神に対応するため、平成22年 2月 1日 から、専

ベース等の実情に応じ312年金事務所中186
(平 成22年 3月 末現在)で 、予約制による年金

・統一的な業務運営に努めまし

れらの取組を通じて、年金事務
口における平均待ち時間に また,コールセンターのうち「ねん

て`は、徐々に改善してきました んダイヤル」の応答率について、

年金相談担当者のレベルの統一
化・向上を図るため、「年金相談マ

く表示
・相談者のプライバシーヘの配慮等の観点も含め、

・ねんきん定期便専用ダイヤル増席

を実施しました。

には至りませんでした。

つた琴切T寧な対応に向け、さ



帯別の平均待ち時間)をホーム
―ジ等で提供するとともに、混雑時

ら時間の目安等の積極的な情報
や手続のご案内により、手続や相
ためにわざわざ年金事務所に来

いただく必要を減らすこと、及び予約
こよる年金相談を含めた対策によ
通常期で3o分 、混雑期においても

1時間を超えないよう待ち時間の短縮
こ努める。

イ 年金相談センターの運営を全国社 年金相談センターの運営を全国社

年金事務所窓口(312か所)に おける平均待ち時
(13時現在)の状況は以下のとおりとなっており、
として、窓口にお越しいただいたお客様を長時

お待たせしている状況にありますが、上記のよ
の結果、待ち時間が1時間以上となっている事
数は、徐々に減少してきています。

く平均待ち時間>

30分以上 1

時間未満

1時 間以上

平成 22

年 1月

103事 務所 98事 務所

平成 22

年 2月

98事 務所 68事 務P~f

平成 22

年 3月

103事務所 45事 務所

51か 所の年金相談センターにおける年金相
、平成22年 1月 から全国社会保険労務士会連合

こ委託しました。委託業務の実施に当たっては、
年金相談センターと年金事務所との間で、定例会の

、疑義照会の回答、混雑状況の情報交換など
、ヽ連携協力を図りました。

年金相談センター業務開始直後の平均待ち時間
13時写奮)は 30分強てしたが、2月 以降は30分未満
改善されました。

ルセンターについては、「ねんきんダイヤル」

O市 町村や社会保険労務
士との連携強化を図り、年
金相談の充実に努めるこ
と。また、年金委員をはじめ
とする市民との連携協力に
努めること。

保険労務士会連合会に外部委託
効果的な業務実施を図る。

社会保険労務士会や市町村等と
携・協力し、市町村の庁舎等を活用
た年金相談の効果的な実施を図る。

会保険労務士会連合会に委託する
等、社会保険労務士等の協力を得て、
効果的な業務実施を図る。
工 年金事務所の配置や地域ニーズを
考慮して、市町村の庁舎、郵便局、農
協等を活用した相談事業を実施する。

オ 端末装置の設置市町村数の拡大
を図るなど、市町村との連携強化に取
り組む。
力 年金相談担当者の事務所内研修

施及び年金相談マニュアルの充
り、相談員のレベルの統一化・

向上を図るとともに、円滑かつ効率的
に対応できる相談体制を整備する。

端末装置の設置市町村数の拡大
るなど、市町村との連携強化に取
む。
年金委員をはじめとする市民との

携協力を行い、相談体制の拡充を

意膳織誕聞諾銃草膨躙 湛
44.3%)、「ねんきん定期便専用ダイヤ

'J」

あ平晟
年1月 から3月 までの応答率は946%(平成21年度
応答準925%)となつています。
園ぃ合ゎせは,日 本年金機構から発送する各種
轟知F顔子著もあふ多こ黎[軍蔑】歩&百

=申告書の2月 定期支払額への反映及び源
の発行という季節的な要因により「ねんき

イヤル」の応答率が低い水準にとどまりました。



平成 22

年 1月

平成 22

年 2月

平成 22

年 3月

―投 56 80% 319幌 60 90%

ねんきん

定期便

9450% 94.70% 94 50%

【311表 13:ねんきんダイヤルの月別応答状況】

0年金事務所の配置状況や地域のニーズを考慮
し、年金事務所が設置されていない市町村の庁舎
商工会議所等に職員や社会保険労務士を派遣し、
出張相談を実施しました。

出張相談回数(平成22年 1月 ～3月 ):1,865回 相
:41,179人

市町村において年金相談を実施していただくため
こ必要となる端末装置を設置し、年金相談を実施し

たヽだく市町村数の拡大に努めました。この結果、
末装置の設置市町村数は、平成21年 12月 末現在

の228市町村から平成22年 3月 末現在では235市 町
村と7市町村増加しました。
また、従来、原則として「ねんきん特別使」の年金記
録に関する相談に限つていた端末装置の利用範囲
について、年金記録全般の相談に使用できるようそ
拡大を検討し、平成22年 4月 1日 より利用範囲を拡
することとしました。

0年金相談担当者のレベルの統一化・向上を図るた
、「年金相談マニュアル」の全面改定を平成22年 3
に行いました。また、窓口担当職員のスキルアッ
めに、各プロック本部において、年金相談経験
ない職員等を対象とした年金相談研修を実施し
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腎鶴鋳療摯 期沓彗象諸
(2)分かりやすい情報提供の推進
公的年金事業に関するお客様の皆

様の理解と信頼を確保するため、分か
りやすく効果的な情報提供を行う。

(2)広報活動の推進 (2)広報活動の推進
評価‐lC

(理由)

平成21年度計画に基づき、旧社
会保険庁における取組に引き続
き、①国民年金保険料の納付促進
のため、コンピニ収納・電子納付等
の納付方法について、納付書の裏
面への記載等により周知を図り、
その利用促進に努めたこと、②全
ての被保険者の方に対し、誕生月
に「ねんきん定期便」を送付し、年
金記録に関する情報の提供を行つ
たこと等、着実に実施した。
しかしながら、機構ホームベージ

について、機構設立直後には「準
備中」のコンテンツが多数存在し、
お客様にご迷惑をおかけしたこと、
「準備中」のコンテンツの解消を優
先した結果、子ども向けコーナー
の開設等ができなかったこと、ホー
ムページの見やすさ、分かりやす
さ等内容の改善が不十分であるこ
と等、一部に取組不足が認められ
た。また、広報目的・対象に応じた
内容とすることについて、見直し努
力が不足していた。

○ 公的年金事業に関する
国民の理解と信頼を確保す
るため、分かりやすく効果的
な情報提供を行うこと。ま
た、インターネットの活用等
による年金個人情報の提供
を図ること。

ア 公的年金制度の内容やメリット、̀
種手続きについて、正しく分かりやす
い情報提供を実施する。

会保険事業の効果的な広報

広報目的や対象に応じて適切な広
:体を選定することにより、より効果
、広報の実施を図る。

Э 広報目的・対象に応じた適
切な広報媒体の選定により、効
果的な広報を実施するととも
に、施策目的に沿つた分かりや
すい周知広報等を実施したか。

〇年金制度の概要や届出手続き等に関する事項

信3学慧L警管虐「牟釜軍基岳単あ:ヒこ轟喜
し周知を行いました。

評価 :C
(理 由)

市1度周知や届出手続き等広く周知
が必要な事項については、出来る
限り多数の方にご覧いただけるよ
うホームページにリーフレッ睦 掲
載するとともに、年金事務所等の
窓口に配置し周知に努めました。
ホームベージについては移行前の
事前準備が不十分であったことも
あり機構発足当初は、「準備中」の
コンテンツが多数存在し、お客様
にご迷惑をおかけしてしまいまし
た。
その後は、お客様の利便性に資す
る情報の掲載を着実に実施しまし
たが、一部計画で予定していた取
組を実施できませんでした。



りやすい周知広報を充実する。
・制度改正に伴う施行事務の円滑な実
施のための改正内容の周知広報

やすい周知広報を

・国民年金の保険料について、口座振
害1引制度、保険料の減免手続、電
やコンビニ収納等についての周知

・健康保険、厚生年金等の適用の適正
化及び適正な保険料収入の確保並び
に保険給付の適正化のため、被保険
者資格等の適正な届出、保険料の納
期内納入等について、事業主に対する
周知広報
・インターネットや磁気媒体(FD)に よる

の普及促進を図るため、事業主等
する周知広報

ウ 年金委員、社会保険労務士等の協
力・連携による周知・理解の推進

国民年金のメリットや安心感などの
イントを分かりやすく解説した資料や
客様の多様な関心事項に的確に回

ヒ資料等を作成し、年金制度の意
役割の周知、年金制度に対する漠
した不信感を払拭するための広報

展開する。

年金制度の仕組みや必要な届
等について解説した資料を年金
交付時等に合わせて配布する。

老齢年金の支給停止基準額の変更)については、
ホームページに必要なリーフレット等を掲載すると

、年金事務所等の窓口に配置し、周知を図リ
ました。

○国民年金保険料の納付を促進するため、コンビニ
ンスストアでの納付、インターネットや携帯電話な
による電子納付、クレジットカードによる納付方法

こついて、納付書の裏面への記載や同封リーフレッ
こより納付方法の周知を図り、その利用促進に
ました。(再掲)

保険・厚生年金の適用 (加入手続き)につい
は、事業主を対象とした新規適用事業所説明会、
定基礎説明会などにおいて適正な届出の徹底を
るとともに、定時決定時の調査 (船員保険におい

ては標準報酬実態調査)の際の説明及び各種広報
媒体 (チラシ、バンフレット等)による制度の周知を図
り、適正な届出の励行に努めました。

電子申請や磁気媒体(FD)に よる届出の普及促
るため、電子申請や磁気媒体による届出の手

法、事業主等が反復・継続的に利用する主な手
ついて説明した電子申請利用マニュアル、磁気
届書作成プログラム及び操作説明書などにつ

てヽホームページに掲載し、周知を図りました。

年金委員に対する情報提供の方法や研修計画な
効果的な連携・協力のあり方について検討を行い

た、社会保険労務士に対しては、機構本部から発
した指示・依頼等を全国社会保険労務士会連合
を経由して情報提供することとしました。

全国統一の広報物として作成している「総合バン
フレット」(国 民年金のメリットなどの訴求ポイントをわ
かりやすく解説したもの)を改訂し、年金事務所や市
町村の窓口に備え付けるとともに、「国民年金・厚生
年金被保険者のしおりJ(年金制度のしくみ等を解説
したもの)を作成し、年金手帳送付時に同封すること
による広報を実施しました。また、「総合バンフレット」
及び「国民年金・厚生年金被保険者のしおり」につい
ては、機構ホームページにおいて掲載しました。
【Bll表 14:総合バンフレヽシトく抜粋)】
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⑦.中期計画 Q平澪41年
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‐甲: 望1辮言諄i 91     ,1111 ?号奮置象樹‐壻
イ 分かりやすく利用しやすいホーム
ページを作成・提供する。

力 機備ホームヘーンにおいて、年霊
制度を解説したネット番組の配1言や子
ども向けのキッズページ等を含め、わ
かりやすい広報を展開する。

∪磯碑/T・―ムヘーンについて1よ、機構設ユ直後に
は「準備中」のコンテンツが多数存在するなど、お客
様にご迷惑をおかけしました。このため、まずはお客
様の利便性に資する情報の掲載に優先的に取り組
み、必要な情報にアクセスしやすい画面構成とする
こと等に留意した広報を行いました。
具体的には、機構の紹介や、年金個人情報提供、諸
届出の電子申請や磁気媒体申請、全国の相談窓口
や混雑状況の紹介などの各コーナーを開設しまし
た。また、お客様からのご意見等を踏まえ、トップ画
面のレイアウト変更、各コーナー内の記載内容修正
なども適宜行い、お客様に分りやすくなる改善を行い
ました。その他、厚生労働省の動画チヤンネル
「YOuTube」 に、機構の紹介番組 (理事長メッセージ、
組織、記録問題の取組状況、コールセンター)を掲載
しました。

Oこれらの取組を優先した結果、平成21年 度中に
は、年金制度の解説コーナーや子ども向けのコー
ナーは開設できませんでしたが、これらについては、
平成22年度において取り組むこととしています。

Oなお、機構ホームページのトップページヘのアクセ
ス件数は、平成21年 12月 における旧社会保険庁
ホームベージヘのアクセス件数約82万件を下回つて
いますが、1月 の約67万件から3月 には約78万 件ま
で増加しました。

ウ 被保険者に対して、保険料納付実
績や年金見込額等をお知らせする「ね
んきん定期便」を実施する。

インターネットや他の個人あて文
交付の機会を活用して、年金個人
報の提供の充実を図る。

② 年金個人情報の提供の充実
ア 被保険者に対して保険料納付実績
や年金見込額等をお知らせする「ねん
きん定期便」を送付する。

イ インターネットによる年金個人情報
の提供
・インターネットによる年金見込額試算
照会の受付を機構ホームページで行
い、試算結果等を郵送により提供す
る。
・機構独自のID,パスワード認証方式
による仕組みにより、被保険者・受給
者に対して年金加入記録を即時に回
答する

② インターネットによる年金個
人情報の提供など年金個人情
報の提供の充実を図ったか。

○旧社会保険庁当時の平成21年4月 より、全ての被
保険者の方に対し、誕生月に「ねんきん定期便」を選
付し、年金記録に関する情報の提供を行いました。
(平成22年 3月 末までに6,673万件送付)(再 掲)

O平成23年 2月 を目途に、現在のパソコンを使つたイ
ンターネットでの年金記録の確認をより使いやすいも

Bξttξ#菖辞驚、見鷹」彗≧房X狸魂賓保
険料納付状況などを確認できるようにすることとしま
した。現在、この実現に向けた検討を進めています。
(再掲)

評価 :B
(理由)

全ての被保険者の方に対し「ねん
きん定期便」を送付しました。
インターネットによる年金個人情報
の提供に係るID・ パスワードの発
行件数については、21年 4月 ～12
月までと比べ1～3月 は減少してお
り、発行累計件数についても平成
22年 3月 末現在で約159万件に留
まっています。このため、新しいイ
ンターネットによる年金個人情報シ
ステムの検討を開始いたしました。




